
 

＜今後の学校安全の取組について＞ 

児童生徒安全課安全班 

※（ ）内の増減は令和６年度との比較 

（１）学校安全計画の見直しや改善について 

問 1  学校安全計画を確認したが、修正はなかった【４１．１％（３．４ポイント減）】 

問 4  学校安全に関する研修を実施しなかった【２．３％（１．２ポイント減）】 

 

 

 

 

 

 

 

（２）危機管理マニュアルの見直しや改善について 

問 2  危機管理マニュアルを確認したが、修正はなかった【３６．５％（２．４ポイント減）】 

問 3 危機管理マニュアルに含まれる内容について（一部抜粋） 

    ③不審者侵入【９８．９％（０．４ポイント減）】 

    ⑧地震発生時【９８．０％（１．４ポイント増）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）学校施設の安全性の確保について 

 問 5 体育施設等の安全点検を月に１回以上実施予定【９７．６％】 

 【内訳】幼：９３．３％ 小：９９．４％ 中：９８．４％ ▲高：９０．０％ 特：１００％ 

    体育施設以外の安全点検を月に１回以上実施予定【９０．１％】 

 【内訳】幼：９３．３％ 小：９９．５％ 中：９７．７％ ▲高：２５．０％ 特：１００％ 

別紙３ 

・学校安全計画は、学校医等の積極的な参画を得ながら、学校種や児童生徒等の発達段階に

応じた見直しを含む PDCAサイクルを確立させる必要があります。 

・学校安全計画は、児童生徒等の状況や事故等に関する客観的数値と、実際の取組を合わせ

て検証し、できる限り、毎年度の見直し及び修正をお願いします。また、学校安全計画に

は学校安全に関する職員の研修を位置付け、確実に実施してください。 

・危機管理マニュアルは、作成した後も、訓練等の結果を踏まえた検証・見直しをする   

ことが必要です。また、学校等を取り巻く安全上の課題は、時代や社会の変化に伴って  

変わっていくものであり、従来想定されなかった新たな安全上の課題の出現などに応

じて、柔軟に見直していかなければなりません。 

・危機管理マニュアルが実際に機能するかどうか訓練等を基に検証したり、想定される  

危機事象に特化した内容を追加したりするなど、定期的な見直し・ 改善をお願いしま

す。 

・令和７年５月１３日付け教児安第１８７号により、改めて不審者等の学校侵入防止対策

の強化について依頼しています。危機管理マニュアルにおいて、不審者侵入に関わる防

犯対策及び３段階のチェック体制の確実な記載をお願いします。 



 問 6 安全点検の実施者 ①教職員【９９．９％（増減なし）】 

②児童生徒等【３．０％（増減なし）】 

 ⑤有識者や専門業者【２３．３％（１０．７ポイント増）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 7 通学路あるいは学区周辺の点検、巡回を実施済み【７１．２％（０．５ポイント増）】 

問 8 学校に地域安全マップ等がない【１１．１％（０．１ポイント減）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問 13 自転車乗車時のヘルメット着用について、特に何も指導していない 

                              【４．５％（０．１ポイント減）】 

  【内訳】▲幼：３４．８％ 小：０．５％ 中：１．３％ 高：０％ ▲特：３５．４％ 

  問 15 自転車損害賠償保険の加入の推奨について、特に何もしていない 

【９．０％（０．９ポイント増）】 

  【内訳】▲幼：７１．９％ 小：３．９％ 中：３．９％ 高：０％ ▲特：１８．８％ 

 

 

 

 

 

（４）登下校中の安全について 

（５）自転車乗車時のヘルメット着用について 

・児童生徒等が使用する施設・設備等については、毎学期１回以上の安全点検の実施が   

法令で定められています。また、県教育委員会においては、特に体育施設について毎月

1回以上の実施を求めています。 

・学校等での事故を防止するために、教室等校舎内の施設においても毎月の安全点検を 

実施することや、安全点検に子供の視点を加えたり有識者や専門業者の専門性を活用 

したりすることも効果的です。学校環境の安全を保つために、継続的かつ計画的な安全

点検の実施をお願いします。 

・児童生徒等の通学時における安全を確保するため、各学校では、定期的な通学路の点検、

危険箇所や要注意箇所の周知及び対策等を行う必要があります。通学路交通安全プログ

ラムに基づいた定期的な合同点検の実施等、関係機関と連携した対策の推進をお願いし

ます。 

・地域安全マップ等の作成・活用は、防災、防犯、交通安全の視点を身に付け、環境内の危

険な状況や条件を客観的に認識できる力を育成することにつながります。また、具体的

な危険箇所を取り上げて、危険予測や危険回避の学習を併せて行うことも可能です。地

域安全マップ等の積極的な作成、活用をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）生活安全（防犯）について 

 問 21 「生命（いのち）の安全教育」を実施した【９９．５％（１０．７ポイント増）】 

 【内訳】▲幼：９３．３％ 小：１００％ 中：１００％ 高：１００％ 特：１００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

（７）風水害への対応について 

 問 30 防災計画や防災マニュアルは、前年度のものを見直し修正した上で作成した 

                           【６３．４％（２．４ポイント減）】 

 問 31 防災計画や防災マニュアルはハザードマップを参考にしていない 

【４．６％（０．５ポイント減）】 

 問 47 市町村地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設に指定されている学校で、避難確

保計画を作成している【７８．３％（６．３ポイント増）】 

 

 

・道路交通法の一部改正により、令和５年４月１日から、全ての自転車利用者の     

ヘルメット着用が努力義務化されました。しかし、本県における高校生の自転車乗車時

のヘルメット着用率は、非常に低い状況です。 

・県教育委員会では、全ての県立学校生に対して、自転車通学の際、必ずヘルメットの着

用を求める方針を決定し、令和７年８月２７日付け教児安５８５号により通知したと

ころです。 

・自転車乗車時のヘルメット着用について、児童生徒等に対して指導するとともに、   

保護者等が集まる場所での呼びかけや、学校便りを利用した啓発等により、ヘルメット

の重要性を周知するなど、ヘルメット着用推進の取組をお願いします。 

・自転車損害賠償保険等への加入については、令和４年７月１日より義務化となっていま

す。保険制度についての周知をお願いします。 

・令和２年に政府の「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」において、「性被害・

性暴力対策強化の方針」が決定されました。この方針を踏まえ、子供たちが性暴力の加

害者、被害者、傍観者にならないよう、令和５年度から、全国の全ての学校において「生

命（いのち）の安全教育」を推進することになっています。 

・各学校等においては、県教育委員会が作成した「生命（いのち）の安全教育に関連する 

学習内容等一覧」や、「学校安全の手引」に追記した「生命（いのち）の安全教育」に    

関する資料等を活用し、各学校等での取組の一層の推進をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

（８）地震・津波への対応について 

問 3 危機管理マニュアルに地震発生時の内容が含まれている 

【９８．０％（１．４ポイント増）】 

問 27 地震を想定した避難訓練を行っている【９７．６％（１６．３ポイント増）】 

問 38 学区内に津波被害想定区域がある学校で、津波を想定した防災計画を作成している 

                        【９７．２％（３．３ポイント増）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 42 南海トラフ地震防災対策推進地域内にあり、地震に伴い発生する津波による水深 30㎝以

上の浸水が想定される地域に所在している学校で、南海トラフ地震防災対策計画を作成

している【４７．２％（７．６ポイント減）】 

問 44 日本海溝・千島海溝地震防災対策推進地域に所在している学校で、日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震防災対策計画を作成している【３４．０％（０．１ポイント増）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近年の気候変動に伴う水害・土砂災害の激甚化・頻発化により、最新のハザードマップを

活用した事前防災の体制強化及び実践的な防災教育の推進が求められています。また、 

浸水想定区域または土砂災害警戒区域に立地している学校等の要配慮者利用施設のうち、

市町村の地域防災計画に定められた施設の管理者は、水防法及び土砂災害防止法により、

避難確保計画の作成や同計画に基づいた避難訓練の実施が義務付けられています。 

・各学校等では、ハザードマップ等で地域の災害リスクを確認し、危機管理マニュアル  

（防災マニュアル）等が常に実践的なものとなるように改善をお願いします。 

・各対策推進地域に所在する学校等は、それぞれ「南海トラフ地震防災対策計画」、「日本  

海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画」を作成する必要があります。また、対策  

推進地域以外であっても、地震や津波による被害が及ぶ場合や、他の市町村から避難して

くる人がいるなど想定外の対応が必要となる場合があることから、教育委員会や防災部局

等と連絡を密にして対応する必要があります。 

・各対策推進地域に所在する学校等は、必要な計画を作成してください。また、災害時に想

定外の事態に対応することができるよう、教育委員会や防災部局等との連絡体制の確認を

お願いします。 

・各学校等においては、地震・津波についても、学校等や地域の実情を踏まえた危機管理  

マニュアルを作成する必要があります。また、避難訓練等を通して危機管理マニュアルの

検証・改善を図り、災害発生時に、児童生徒等はもちろん教職員自身の安全確保のために

適切な対応を行うことができるようにしておかなければなりません。 

・学校等や地域の実情を踏まえ、危機管理マニュアルの地震・津波等に関する内容を作成 

するとともに、避難訓練等を通してその見直しを図るようお願いします。 



（９）地域と連携した防災体制の構築について 

  問 26 避難訓練の実施形態  保護者参加【５３．５％（４．６ポイント増）】 

                地域と連携【１３．５％（０．７ポイント増）】 

                消防署と連携【３６．４％（０．４ポイント減）】 

                警察署と連携【２２．１％（０．８ポイント増）】 

                他校と合同【１８．０％（６．５ポイント増）】 

  問 54 避難所に指定され、避難所運営マニュアルは作成済みである 

【７７．２％（０．８ポイント増）】 

 問 58 地域と連携した防災体制が構築されていない【３４．９％（３．４ポイント減）】 

 

・全ての学校等において、地域の多様な主体と連携・協働し、地域の災害リスクを踏まえた

防災教育を充実させることや、より実効性のある訓練を実施していくことが求められて 

います。 

・避難訓練等については、学校単独にとどめることなく、関係機関等と連携を図り、より  

実効性のある訓練の実施を図ってください。また、避難所（福祉避難所を含む。）として

指定されている学校については、避難所運営マニュアルの作成をお願いします。 


